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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

一

〇
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

七

規　
　
　

則

　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
二
号

　
　
　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三

号
。
以
下「
法
」と
い
う
。）の
施
行
に
関
し
、建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
平

成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十

八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

　

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第 

二
条　

省
令
第
一
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
縮
尺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
縮
尺
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

配
置
図　

百
分
の
一
か
ら
千
分
の
一
ま
で

　

二　

各
階
平
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

三　

立
面
図　

五
十
分
の
一
か
ら
四
百
分
の
一
ま
で

　

四　

断
面
図
又
は
矩
計
図　

五
十
分
の
一
か
ら
二
百
分
の
一
ま
で

　

五　

各
部
詳
細
図　

十
分
の
一
か
ら
百
分
の
一
ま
で

２　

省
令
第
一
条
第
一
項
の
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。

　

一 　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
確
認
済
証
の
写
し

　

二 　

手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
九
十
九
の
項
１
イ
の
知
事
が

指
定
す
る
者
が
申
請
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基

準
（
以
下
「
認
定
基
準
」
と
い
う
。）
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以
下
「
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」

と
い
う
。）
に
よ
り
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
認
定
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

を
証
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類

　

三 　

申
請
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
認
定
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
定
基
準
適
合
証
明

書
類
以
外
の
書
類
に
よ
り
証
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
認
定
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足

り
る
書
類
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の

　

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

３ 　

省
令
第
一
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
る
図
書
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
に
折
り
畳
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第 

三
条　

前
条
の
規
定
は
、
省
令
第
五
条
に
規
定
す
る
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２ 　

省
令
第
五
条
に
規
定
す
る
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
に
は
、
変
更
に
係
る

部
分
に
つ
い
て
変
更
前
及
び
変
更
後
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
の
申
請
等
の
取
下
げ
の
届
出
）

第 

四
条　

法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
た
者
が
認
定
を
受
け

る
前
に
そ
の
認
定
の
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請

取
下
げ
届
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第 

五
条　

認
定
建
築
主
は
、
省
令
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
軽
微
な
変
更
届

（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
認
定
建
築
主
の
変
更
の
届
出
）

第 

六
条　

認
定
建
築
主
に
つ
い
て
工
事
を
完
了
す
る
前
に
一
般
承
継
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
一
般
承
継
人
又
は
認
定
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
基
づ
く
建
築
物
の
所
有
権
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
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の
建
築
物
の
新
築
等
に
必
要
な
権
原
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
移
転
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
認
定
建
築

主
変
更
届
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
工
事
の
完
了
の
報
告
）

第 

七
条　

認
定
建
築
主
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
の
工
事
が
完
了
し
た
場
合

は
、
工
事
完
了
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
が
行
わ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
た
内
容
の
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

認
定
建
築
主
は
、
知
事
が
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
求
め
た
場
合
（
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

く
。）
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
状
況
報
告
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
）

第 

八
条　

認
定
建
築
主
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
を

す
る
場
合
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
書
（
様
式
第

六
号
）
に
当
該
認
定
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
係
る
認
定
通
知
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第 

九
条　

省
令
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
る
図
書
の
う
ち
、
省
令
第
一
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の
縮
尺

に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２　

省
令
第
七
条
第
一
項
の
そ
の
他
所
管
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。

　

一 　

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
確
認
済
証
の

写
し

　

二 　

手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
の
表
三
百
一
の
項
の
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
に
よ
り
申
請
に
係
る
建
築
物
が
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
基
準

適
合
証
明
書
類

　

三 　

申
請
に
係
る
建
築
物
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
以

外
の
書
類
に
よ
り
証
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の

　

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

３ 　

省
令
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
る
図
書
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
に
折
り
畳
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
の
申
請
の
取
下
げ
の
届
出
）

第 

十
条　

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
た
者
が
認
定
を
受
け
る
前
に
そ
の
認
定
の
申
請
を

取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
申
請
取
下
げ
届

（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
基
準
適
合
認
定
建
築
物
の
所
有
者
の
変
更
の
届
出
）

第 

十
一
条　

基
準
適
合
認
定
建
築
物
の
所
有
者
に
つ
い
て
一
般
承
継
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
一
般
承
継
人
又
は
基
準
適

合
認
定
建
築
物
の
所
有
権
そ
の
他
基
準
適
合
認
定
建
築
物
等
に
必
要
な
権
原
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
の
当
該
移
転
を

受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
基
準
適
合
認
定
建
築
物
所
有
者
変
更
届
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（3）　平成28年３月31日　木曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
1
号
（
第
４
条
関
係
）建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
取
下
げ
届

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
届
出
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
下
記
の
（
変
更
）
認
定
申
請
を
取
り
下
げ
た
い
の
で
，
届
け
出
ま
す
。

（
変
更
）
認
定
申
請
年
月
日

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

新築等をしようとする建築物の位置

取
下
げ
の
理
由

備
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

様
式
第
2
号
（
第
５
条
関
係
）

軽
微
な
変
更
届

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
届
出
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
つ
い
て
，
省
令
第
４
条
各
号
に
掲
げ
る
軽
微
な
変
更
を
し
た

の
で
，
届
け
出
ま
す
。

認
定
年
月
日
及
び
番
号
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

認
定
に
係
る
建
築
物
の
位
置

軽
微
な
変
更
事
項

新旧

備
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



号外第15号　平成28年３月31日　木曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
3
号
（
第
６
条
関
係
）

認
定
建
築
主
変
更
届

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
届
出
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
認
定
建
築
主
の
変
更
を
し
た
の
で
，
届
け
出
ま
す
。

認
定
年
月
日
及
び
番
号
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

認
定
に
係
る
建
築
物
の
位
置

認
定
建
築
主
の
住
所
及
び
氏
名

新

（
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

（
氏
名
又
は
名
称
）

旧

（
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

（
氏
名
又
は
名
称
）

備
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

様
式
第
4
号
（
第
７
条
関
係
）

工
事
完
了
報
告
書

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
認
定
建
築
主
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
下
記
の
と
お
り
建
築
物
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
，
報
告
し
ま
す
。

認
定
年
月
日
及
び
番
号
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

認
定
に
係
る
建
築
物
の
位
置

工
事
完
了
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

上
の
た
め
建
築
物
の
新
築
等

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し

た
建
築
士
等

（
　
　
）
級
建
築
士
　
（
　
　
　
　
　
）
登
録
第
 

号

氏
　
名
 

印

（
　
　
）
級
建
築
士
事
務
所
　
（
　
　
　
　
）
知
事
登
録
第
 

号

所
在
地

名
　
称

備
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
 　
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
建
築
物
の
新
築
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
，
建
築
士
等
が
確

認
し
た
内
容
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



（5）　平成28年３月31日　木曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
5
号
（
第
７
条
関
係
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
状
況
報
告
書

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
認
定
建
築
主
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
法
第
32条
の
規
定
に
よ
り
知
事
か
ら
報
告
の
求
め
の
あ
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建

築
物
の
新
築
等
の
状
況
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

認
定
年
月
日
及
び
番
号
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

認
定
に
係
る
建
築
物
の
位
置

報
告

の
内

容

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

様
式
第
6
号
（
第
８
条
関
係
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
を
取
り
や
め
る
旨
の
申
出
書

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
認
定
建
築
主
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
を
取
り
や
め
る
の
で
，
下
記
の
と
お
り
申
し

出
ま
す
。

認
定
年
月
日
及
び
番
号
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

認
定
に
係
る
建
築
物
の
位
置

取
り
や
め
る
理
由

備
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
　
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
通
知
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



号外第15号　平成28年３月31日　木曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
8
号
（
第
11条
関
係
）

基
準
適
合
認
定
建
築
物
所
有
者
変
更
届

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
届
出
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
基
準
適
合
認
定
建
築
物
の
所
有
者
の
変
更
を
し
た
の
で
，
届
け
出
ま
す
。

認
定
年
月
日
及
び
番
号
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
 

第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

基
準
適
合
認
定
建
築
物
の
位
置

基準適合認定建築物の所有者の住所及び氏名

新

（
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

（
氏
名
又
は
名
称
）

旧

（
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

（
氏
名
又
は
名
称
）

備
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

様
式
第
7
号
（
第
10条
関
係
）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
申
請
取
下
げ
届

 
　
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
届
出
者
の
住
所
又
は
主
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

　
下
記
の
認
定
申
請
を
取
り
下
げ
た
い
の
で
，
届
け
出
ま
す
。

認
定
申
請
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

認定を受けようとする建築物の位置

取
下
げ
の
理
由

備
考

※
　
受
　
付
　
欄

※
　
決
　
裁
　
欄

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
担
当
者
印

（
備
考
）

　
１
 　
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
代
表
者
の
氏
名
を
自
署
で
行
う
場
合
）
に
お
い

て
は
，
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
２
　
※
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



（7）　平成28年３月31日　木曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
三
号

　
　
　

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
別
表
第
二
の
㈣
」
を
「
別
表
第
二
の
㈢
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「（
当
該
概
要
書
に
係
る
建
築
物
等
が
宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
又
は
宮

城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
の
事
業
担
当
区
域
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
土
木
事
務
所
の
地
域

事
務
所
）」
を
削
る
。

　

別
表
第
一
の
㈢
の
項
中
「
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
」
を
「
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
」
に
改
め
、「
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
（
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
の
所
管
区
域
の
う
ち
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務

所
の
事
業
担
当
区
域
を
除
く
。）」
及
び
「（
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
の
事
業
担
当
区
域
に
限
る
。）」

を
削
る
。

　

様
式
第
十
一
号
の
三
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。


